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序     文 
 

ネパール連邦民主共和国の子どもには、栄養不良や発育不良が多く見られ、栄養価の少ない食

習慣のみならず、衛生観念の不足等が原因とされています。ネパール連邦民主共和国は、2006 年

に「国家学校保健・栄養戦略」を発表し、学齢児童の健康と栄養状態の改善をめざしました。し

かし、国家学校保健・栄養戦略を実施する体制が整備されておらず、本格的な取り組みが遅れて

いることから、国家学校保健・栄養戦略の具現化を図るため、ネパール連邦民主共和国政府は日

本国政府に対し 2006 年度に協力要請を行いました。 
本プロジェクトは、対象 2 郡において、主に初等教育レベルの学齢児童の保健・栄養に関する

態度や習慣の改善を図るとともに、本プロジェクト終了後も既存の国家学校保健・栄養戦略に基

づいた学校保健活動が継続・普及されていくよう、保健人口省と教育省による実施体制を整備す

ることを目的として開始されました。 
今般、本プロジェクトは協力開始後 2 年半が経過することから、中間レビューを行うことを目

的に 2010 年 11 月に調査団を派遣し、ネパール連邦民主共和国政府や関係機関との間でプロジェ

クトの進捗状況の確認と今後の方向性に関する協議を行いました。本報告書は、この調査結果を

取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの展開、さらには類似プロジェクトに活用される

ことを願うものです。ここに、調査にご協力を頂いた内外関係者の方々に深い謝意を表すととも

に、引き続き一層のご支援をお願いいたします。 
 
平成 23 年 5 月 

 

独立行政法人国際協力機構 
人間開発部部長 萱島 信子 
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中間レビュー調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ネパール連邦民主共和国 案件名：学校保健・栄養改善プロジェクト 

分野：保健・医療/基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部保健第二グループ 保健

第四課 
協力金額（評価時点）：1 億 7,854 万 2,000 円

先方関係機関：保健人口省、教育省 

日本側協力機関：特になし 
協力期間 

2008 年 6 月 1 日～2012 年 5 月 31 日

R/D 締結：2008 年 4 月 3 日 
 他の関連協力：日本医師会の「学校・地域保

健プロジェクト」（1992 年～2004 年）と連携

した個別専門家派遣（1995 年～2004 年） 

１－１ 協力の背景と概要 
ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）の子どもには、栄養不良や発育不良

が多く見られ、子どもの学校欠席率や学業成績にも悪影響を与えているとされている。これは、

栄養価の少ない食習慣のみならず、衛生観念の不足等が原因で、改善にはコミュニティを巻き

込んだ活動が不可欠となっている。ネパールは、2006 年に「国家学校保健・栄養戦略（National 
School Health and Nutrition Strategy）」を発表し、コミュニティの中で住民の身近な社会施設と

して存在する学校を保健活動の場としても活用し、各家庭・コミュニティの健康と栄養状態を

改善することを重要視した。しかしながら、国家学校保健・栄養戦略を実施する体制が整備さ

れておらず、本格的な取り組みが遅れていることから、ネパールは国家学校保健・栄養戦略の

具現化を図るため、2006 年度に日本政府に対し協力を要請した。 
同要請に基づき、JICA は「学校保健・栄養改善プロジェクト」を 2008 年 6 月から 4 年間実

施することとした。本プロジェクトは、対象 2 郡（Shindupalchowk 郡及び Syangja 郡）におい

て、主要な学校保健関係者の学校保健に関する意識と実施能力の向上や学校保健サービスの改

善を通じて、主に初等教育レベルの学齢児童の保健・栄養に関する態度や習慣の改善を図ると

ともに、本プロジェクト終了後も国家学校保健・栄養戦略に基づいた学校保健活動が継続・普

及されていくよう保健人口省と教育省による実施体制を整備することを目的として開始され

た。 
 
１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 
対象郡において学齢児童の健康と栄養状態が改善する。 

(2) プロジェクト目標 
・対象郡において学齢児童による学校保健サービスの利用が増加する。 
・保健人口省と教育省において「国家学校保健・栄養戦略」の実施体制が強化される。 
(3) 成果 

1) 対象校において、学校保健サービスミニマムパッケージの提供が改善される。 
2) 学校保健活動を通じて、対象校における学齢児童の保健に関する知識が向上し、態度や

習慣が改善される。 
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3) 対象郡において、学校保健活動が関係機関、委員会、その他の関係者によって体系的か

つ協力的に実施・管理される。 
4) プロジェクトの経験に基づき実践的なモデルが開発され、「国家学校保健・栄養戦略」

に沿った当該モデルの普及計画が中央レベルで策定される。 
(4) 投入（評価時点） 

日本側： 
長期専門家派遣 3 名 機材供与 1,243 万 4,000 円 
短期専門家派遣 9 名 ローカルコスト 6,278 万 2,000 円 
研修員受入 24 名 

 
相手国側： 

カウンターパート配置  27 名 
ローカルコスト  230,310,781 ネパールルピー（1 ネパールルピー=約 1.20 円） 
土地・施設提供：保健人口省保健サービス局及び教育省教育局事務所一部が提供されている。

２．評価調査団の概要 

調査者 

団長/総括  花田 恭  人間開発部 課題アドバイザー 
協力計画  平岡 久和 人間開発部 保健第二グループ保健第四課 職員 
評価計画  稲垣 良隆 人間開発部 保健第二グループ保健第四課 職員 
評価分析  西村 邦雄 ICONS 国際協力株式会社 シニアコンサルタント 

調査期間 2010 年 11 月 10 日～2010 年 12 月 4 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 
本調査において、各成果に設定された指標を基に成果とプロジェクト目標達成状況が以下の

とおり確認された。 
(1) 成果の達成度 
成果 1：対象校において、学校保健サービスミニマムパッケージの提供が改善される。 
指標 1：学校保健サービスミニマムパッケージのためのガイドラインとマニュアルが開発さ

れる。 
学校保健サービスミニマムパッケージのガイドラインが策定された。 

指標 2：学校保健サービスミニマムパッケージの研修への総参加者が 0 人から 7,500 人以上

になる。 
学校保健サービスミニマムパッケージについての研修を 6,999 名が受講した。 

指標 3：身体検査を年 1 回実施し、適切に記録する学校が 0％から 70.0％に増加する。 
プロジェクトの内部中間調査の全調査対象校が身体検査を実施し、91.7％の学

校が適切に記録している。 
指標 4：寄生虫対策プログラムを年 2 回実施し、適切に記録する学校が 0％から 70.0％に増

加する。 
プロジェクトの内部中間調査の全調査対象校で寄生虫駆除が実施され、97.2％

の学校が適切に記録している。 
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指標 5：ファーストエイドキットボックスを備え、適切に記録する学校が 0％から 60.0％に

増加する。 
プロジェクトの内部中間調査の調査対象校がファーストエイドキットボックス

を保持し、86.1％が適切に記録している。 
 
成果 2：学校保健活動を通じて、対象校における学齢児童の保健に関する知識が向上し、態

度や習慣が改善される。 
指標 1：対象校において、清潔な爪を有する学齢児童の割合が 49.8％から 70.0％に増加する。

調査対象校において清潔な爪を保っている児童の割合が 68.4％に達している。

指標 2：学校清掃（トイレを保有する学校ではトイレ清掃含む）を毎日行う学校の割合が

33.3％から 50.0％に増加する。 
調査対象校において毎日の学校清掃（トイレ掃除も含む）を実施する学校の割

合が 42.6％に達している。 
指標 3：対象校において、学齢児童の寄生虫に関する知識が 11.0％から 60.0％に増加する。

データ未収集。 
指標 4：学校チェックリストの記録を管理する学校の割合が、0％から 60.0％に増加する。 

学校チェックリストについて、デイリーチェックリスト：86.1％、ウィークリ

ーチェックリスト：66.7％、マンスリーチェックリスト：58.3％の調査対象校が記

録を保持していた。 
指標 5：全対象校において子どもクラブが存在する。 

97.2％の調査対象校において子どもクラブが設立された。 
 

成果 3：対象郡において、学校保健活動が関係機関、委員会、その他地域の関係者によって

体系的かつ協力的に実施され管理される。 
指標 1：教員、児童、保健スタッフ、地域住民と学校保健・栄養委員会の共同により、ヘル

ス・プロモーション・キャンペーンが 低年 1 回実施される。 
2009 年 12 月に学校健康・栄養週間キャンペーンが実施された。 

指標 2：リソースパーソンによる学校保健のモニタリング・スーパービジョンを 低年 3 回

受ける学校の割合が 0％から 60.0％に増加する。 
モニタリング・スーパービジョンガイドラインが 2009 年 12 月に作成された。

また、モニタリング・スーパービジョン研修が郡保健事務所や郡教育事務所等に

対し 2010 年 2 月及び 7 月に実施された。 
指標 3：定期会合を 低年 4 回開催する学校保健・栄養委員会の割合が 0％から 60.0％に増

加する。 
33.3％の調査対象校において学校保健・栄養委員会が少なくとも月に 1 回、定

期会合を開催している。 
指標 4：郡学校保健・栄養調整委員会が 低年 4 回、定期会合を開催する。 

Syangia 郡においては、郡学校保健・栄養調整委員会が 1 年に少なくとも 4 回の

定期的会合を開催している。Shindupalchowk 郡は、年に 1 回の開催となっている。

指標 5：学校保健コンポーネントを学校改善計画に取り入れる学校の割合が 0％から 60.0％
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に増加する。 
本プロジェクトの第 2 年次までの対象 91 校において、学校改善計画研修が 2010

年 3 月に実施された。また、2010 年 6 月までに 53.8％の同対象校が、学校保健コ

ンポーネントを組み込んだ学校改善計画を郡教育事務所へ提出した。 
指標 6：学校保健関連データ（身体測定、駆除剤の投与）が身体測定ガイドライン及び寄生

虫対策プログラムガイドラインに基づき、郡保健事務所と郡教育事務所で集計され

る。 
各学校の身体検査及び寄生虫駆除に関するデータが郡保健事務所及び郡教育事

務所に蓄積されていた。 
 

成果 4：プロジェクトの経験に基づき実践的なモデルが開発され、国家学校保健・栄養戦略

に沿った当該モデルの普及計画が中央レベルで策定される。 
指標 1：レビューされた「国家学校保健・栄養戦略」とガイドラインが国家学校保健・栄養

改善アドバイザリー委員会（National School Health and Nutrition Advisory Committee：
NSHNAC）に承認される。 

・第 3 年次及び第 4 年次に実施予定。 
指標 2：中央省庁において、多郡への当該モデル普及のためのアクションプランが開発され

る。 
 

(2) プロジェクト目標達成見込み 
学校保健サービスミニマムパッケージガイドラインが保健人口省保健サービス局及び

教育省教育局によって承認され、同パッケージに基づく研修が順調に実施されている。こ

のように、本プロジェクトの基盤が構築されたことに加え、プロジェクト目標の指標の 1
つである寄生虫有体率は顕著に減少していることから、プロジェクト目標が達成される見

込みは高い。 
 
３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 
本プロジェクトは、ネパールの社会的ニーズ、ネパール政府の政策、わが国の海外援助

方針等と整合性があり、妥当性は高いと判断する。 
学齢児童の健康状態調査によれば、ネパールにおいては重度の貧血症、潜在的ヨード欠

乏症、寄生虫感染症、ビタミン A 欠乏症及び夜盲症の疾患者が多いとされている。本プロ

ジェクトの目的は、対象校における生徒の健康状態を改善することであり、学齢児童の基

本的なニーズに合致している。また本プロジェクトは、保健人口省と教育省が共同で採択

した国家学校保健・栄養戦略の実施体制作りに協力するものであり、ネパールの国家政策

と合致している。更に、わが国の対ネパール国別事業展開計画において、基礎教育との連

携を重視した栄養改善及び基礎保健分野での協力が援助重点分野の 1 つとして掲げられて

おり、本プロジェクトは日本の援助政策と合致している。 
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(2) 有効性 
すべての成果はプロジェクト目標の達成に貢献するものであり、有効性は高いと判断す

る。 
本プロジェクトでは、学校保健に関する知識の普及（成果 1）とそれによる学齢児童の

行動変容（成果 2）を成果としている。これら成果の達成により、学齢児童による学校保

健サービスの利用が促進されると考えられる。またこれら成果に加え、本プロジェクトは、

学校保健活動の実施管理体制の構築（成果 3）と国家学校保健・栄養戦略の全国拡大計画

の策定（成果 4）をも成果としている。これら成果の達成により、プロジェクト終了後に

おける国家学校保健・栄養戦略の実施体制を構築することになると考えられる。以上によ

り、本プロジェクトの各成果は、プロジェクト目標達成に貢献すると言える。 
 

(3) 効率性 
これまでのネパール側及び日本側の投入は、本プロジェクトの成果発現に貢献してお

り、効率性は高いと判断する。 
本プロジェクトの成果指標の多くは、順調に目標レベルに近づいてきている。ネパール

側及び日本側からの投入は、ほぼすべて予定どおりに供給された。2010 年 6 月から 11 月

中旬までチーフアドバイザーが不在であったが、ネパール側と日本側の努力によってほぼ

プロジェクトの当初スケジュールどおりに実施されている。また、本プロジェクトは大多

数の対象者に対して効率的に技術や知識を提供できるカスケード式研修を採用しており、

更には JICA 技術協力「小学校運営改善支援プロジェクト」と連携を図る等、効率性を高

める工夫がなされている。 
 

(4) インパクト（予測） 
下記のとおり、若干のネガティブインパクトが確認されたが、ある程度のポジティブイ

ンパクトも確認できたため、インパクトはやや高いと判断する。 
現段階にて協力対象郡で出席率の増加などが見られる等、今後上位目標を達成する見込

みは高い。波及効果としては、学齢児童のみならず両親や教員、コミュニティの人々に手

洗い習慣の変化が見られたこと、対象校内外の周辺環境は本プロジェクト実施前と比較し

てより清潔になってきたこと等、ポジティブなインパクトの発現が確認されている。その

一方で、Shindupalchowk 郡においてはネパール予算により給食が配給されているが、

Syangja 郡においては配給されていないことが起因して、ネガティブなインパクトも若干

見られる。Shindupalchowk 郡においては本プロジェクトより給食用の食器等を供与したた

め、Syangja 郡の学齢児童の両親や学校教員等は、本プロジェクトが給食に関する支援を

行っていないことに対し不満を表している。 
 

(5) 自立発展性（見込み） 
本プロジェクト終了後も、ネパール政府は学校保健・栄養プログラム1を実施し続けるこ

とが期待されるため、自立発展性は有望と判断する。 

                                                        
1 国家学校保健・栄養戦略に基づき、学校保健活動の普及を目的とするネパール政府のプログラム。 
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本プロジェクトの実施により、学校保健サービスミニマムパッケージの策定やカスケー

ド式研修システムの構築等、ネパールが学校保健・栄養プログラムを自立的に実施するた

めの基盤が確立された。また、保健人口省と教育省は、対象地域において給食プログラム、

トイレ建設、寄生虫駆除剤やファーストエイドキットボックスの配給等、学校保健・栄養

プログラムの一部をすでに行っている。このように、本プロジェクト成果が自立的に維

持・拡大される兆候が見られるが、一方で、本プロジェクト終了後に学校保健・栄養プロ

グラムを実施する予算が確保されておらず、また役割分担等の実施体制が確立されていな

いといった問題点も見られる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 計画内容に関すること 
早期に学校保健サービスミニマムパッケージを作成し、同パッケージに基づくカスケー

ド式研修を実施したことにより、第 1・2 年次の協力対象校ではすでに学校保健活動を実

施し始めるに至っていた。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 
本プロジェクトのカウンターパート機関は、保健人口省保健サービス局及び教育省教育

局の 2 省にわたっている。そのため、国家学校保健・栄養戦略の実施体制を構築するため

には、2 省間の連携が必須である。本プロジェクトでは、両省に 1 名ずつナショナルプロ

ジェクトコーディネーターを配置することにより、2 省間の調整をスムーズにし、また上

記 2 省は、中央/郡レベルで会議を開催し（中央レベルで、2～3 カ月に 1 回程度）、プロジ

ェクトの進捗状況や課題点を共有していた。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

(1) 計画内容に関すること 
学校に対する教育省の既存のモニタリングシステムは、対象校が遠隔地にある等の理由

により十分に機能していなかった。そのため、これら既存のシステムに基づいて構築した

学校保健活動のモニタリングシステムも十分に機能していなかった。 
 

(2) 実施プロセスに関すること 
頻繁にストライキ・道路封鎖が起こり、プロジェクト対象地域へのアクセスが困難にな

ったことがあった。その結果、プロジェクト活動の遅れ等の悪影響が生じた。更には、ネ

パール政府の予算年度は 7 月中旬から開始されるが、実際に現場に予算が配分されるのは

例年 11 月以降となってしまっているため、年度当初に行えなかった分活動が集中する年

度末の約 3 カ月間はカウンターパート（Counterpart：C/P）が非常に多忙となり、プロジェ

クト活動が一時停滞してしまった。 
 
３－５ 結論 

ネパールの学校保健サービス向上を目的とする本プロジェクトは、ネパールの国家学校保

健・栄養戦略に基づき実施されている。本調査において、プロジェクトの進捗状況はほぼ計画
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どおりであることが確認され、本プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成されるこ

とが期待される。特に、学校保健活動の基礎となる学校保健サービスミニマムパッケージが作

成されたことは、大きな成果であると言えよう。JICA 技術協力「小学校運営改善支援プロジェ

クト」との連携が開始されている等、効率性を高める工夫もされており、今後の成果発現が期

待される。本調査段階では十分なインパクトを確認できなかったが、学齢児童が学校で学んだ

学校保健に関する知識を家族に教える等の波及効果を確認することができた。 
一方で、自立発展性の面では課題が見られる。特に、本プロジェクト終了後に本プロジェク

ト成果を拡大するための予算や実施体制について、十分に検討されていなかった点が課題とし

て挙げられる。寄生虫駆除剤の配布等、一部の学校保健活動はネパール政府の予算で実施され

るようになっているが、プロジェクト成果を拡大する際の予算は十分に確保されていない。ネ

パール政府の予算で学校保健・栄養プログラムのすべてを賄うのは厳しいのが現状であるた

め、財源として検討されている開発パートナーへのアプローチを強化し、財源を確保する必要

がある。また、学校保健・栄養プログラムにおける保健人口省及び教育省をはじめとする各ス

テークホルダーの役割分担が不明確である点が課題として挙げられる。学校保健・栄養プログ

ラムを円滑に実施するため、特に同プログラムの担当省庁である保健人口省及び教育省の役割

分担については、早急に明確にすることが肝要である。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

(1) モニタリングシステムの強化 
学校保健活動に係るモニタリングシステムは、学校に対する保健人口省及び教育省の既

存のモニタリングシステムに基づいているが、対象校が遠隔地にある等の理由により既存

のモニタリングシステムは十分に機能しておらず、そのため学校保健活動にかかるモニタ

リングシステムも十分に機能していなかった。よって、コミュニティの動員等により実現

可能性の高いモニタリングシステムを構築する必要がある。同システム構築においては、

以下 3 点を検討すべきである。1 点目は、同システムにおいてはモニタリングやスーパー

ビジョンを行うのみでなく、グッドプラクティスを収集し共有することも可能となるよう

検討することである。2 点目は、コミュニティを動員する際は、コミュニティのステーク

ホルダーの役割分担を明確にすることである。3 点目は、モニタリングに関しカウンター

パートの能力を強化することである。 
 

(2) 学校保健・栄養プログラムの主流化 
学校保健に関しては、法整備や予算措置等が不十分であることが課題として挙げられ

る。これは、学校保健が教育分野や保健分野において主流化されていないことが一因であ

ると考えられる。以上を踏まえ、学校保健・栄養プログラムのステークホルダーとされる

国家学校保健・栄養改善アドバイザリー委員会（NSHNAC）、国家計画委員会（National 
Planning Commission：NPC）、保健人口省、教育省、及び地方開発省（Ministry of Local 
Development：MOLD）に対しアドボカシー等を行う等、学校保健・栄養プログラムが保健

分野や教育分野において主流となるよう働きかけることが肝要である。 
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(3) 地方レベルにおけるステークホルダーの役割検討 
学校保健のモニタリングや地域開発等を実施する際には、地方レベルのステークホルダ

ーの関与が必要となることが想定される。よって、本プロジェクトの自立発展性を確保す

るため、郡開発委員会等地方開発を担当する機関の役割を検討し、更には現在未設置であ

る VDC レベルの委員会の必要性を検討することが必要である。 
 

(4) 学校保健・栄養プログラムにかかる法的枠組みの確立 
ネパールにおいては、国家学校保健・栄養戦略や国家栄養政策（National Nutrition Policy 

and Strategy）等の学校保健・栄養プログラムにかかわる政策が制定されているが、同プロ

グラムの実施を義務付けるための法的枠組みは十分でない。よって、学校保健・栄養プロ

グラムの実施を義務化するために、ネパール政府は同プログラムに係る法や政令等の法的

枠組みを確立することが必要である。 
 

(5) 教育省における学校保健・栄養プログラムの制度化 
学校保健・栄養プログラムは、プログラムの対象やステークホルダー等の観点から、保

健分野よりも教育分野としての側面が大きい。よって教育省は、同プログラムを主導的に

運営管理するため、同プログラムの担当部署を確定する必要がある。また、本プロジェク

トの自立発展性を確保するため、既存の教育システムである Teachers Professional 
Development（TPD）モデルに学校保健コンポーネントを組み入れる必要がある。よって、

同組み入れを検討するため、タスクフォースを立ち上げることが肝要である。 
 

(6) 保健人口省、教育省及び開発パートナー間の連携 
本プロジェクトの自立発展性確保の観点より、開発パートナーから財政的または技術的

な支援が得られるよう、保健人口省及び教育省は学校保健・栄養ネットワークとの連携を

継続・強化することが必要である。 
 

(7) 最小限の活動の検討 
学校保健サービスミニマムパッケージには多くの活動が含まれているため、効果的な活

動のみにて構成されるよう同パッケージを見直し、自立発展性を確保することが必要であ

る。 
 

(8) 給食支援 
現在、Sindhupalchowk 郡においては、協力対象校すべてにネパール政府から給食が配給

されているが、Syangja 郡には配給されていない。Syangja 郡にて給食を開始するためには、

給食に対するネパール政府のコミットメントと本プロジェクトによる技術支援（給食に必

要な用具の支給を含む）の内容を、適切に調整することが必要である。 
 

(9) 両親の動員 
学校保健・栄養プログラムの効果を高める方法として、学齢児童の両親を同プログラム

に参加させることが考えられる。学校保健・栄養委員会、PTA、女性コミュニティ保健ボ
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ランティアは、学校保健に対する両親の意識を高める重要なリソースであると考えられる

ところ、これらリソースを活用しながらどのように両親を学校保健・栄養プログラムに参

加させるかを検討することが必要である。 
 

(10) 共同アクションプランの改訂 
2008 年に保健人口省と教育省により作成された共同アクションプランに関し、学校保

健・栄養プログラムを取り巻く状況の変化を勘案し、同アクションプランを改訂すること

が必要である。 
 

(11) 出口戦略の策定 
本プロジェクトの自立発展性確保のため、本プロジェクトの出口戦略を策定する必要が

ある。同戦略においては、人的資源、財的資源、施設をどこが提供するかについて、学校

保健・栄養プログラムにかかわるステークホルダー間で明確にすることが必要である。 

 
 



 

 
 
 



－1－ 

第１章 中間レビュー調査の概要 
 
１－１ 調査実施の経緯と目的 

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）の子どもには、栄養不良や発育不良が多

く見られ（女学生の鉄分欠乏症貧血率 64％、学童児童の甲状腺腫保有率 40％、蠕虫有体率 66％
（ゼンチュウ：多細胞からなる寄生虫）、潜在性ビタミン A 欠乏率 33％）、子どもの学校出席率や

学業成績にも悪影響を与えているとされている。これは、栄養価の少ない食習慣のみならず、衛

生観念の不足（トイレやごみの不適切な処理による感染症や寄生虫病、安全な水資源の不足）、窓

のない屋内での調理による煙害等が原因で、改善にはコミュニティを巻き込んだ活動が不可欠と

なっている。ネパールは、2006 年に「国家学校保健・栄養戦略（National School Health and Nutrition 
Strategy）」を発表し、コミュニティの中で住民の身近な社会施設として存在する学校を保健活動

の場としても活用し、各家庭・コミュニティの健康と栄養状態を改善することを重要視した。し

かしながら、国家学校保健・栄養戦略を実施する体制が整備されておらず、本格的な取り組みが

遅れていることから、ネパールは国家学校保健・栄養戦略の具現化を図るため、2006 年度に日本

政府に対し協力を要請した。 
JICA は、1992 年から 2004 年まで実施された日本医師会の「学校・地域保健プロジェクト」と

連携して、個別専門家派遣（学校保健分野）を行った。同プロジェクトでは、Kavrepalanchok 郡

の 1 市・17 村落開発委員会（Village Development Committee：VDC）の学校の水衛生改善、学童

児童の保健知識向上、学校・家庭・地域における保健衛生改善に向けた住民組織化を支援し一定

の成果が見られたと同時に、地方行政組織の関与の度合いや中央レベルにおける保健人口省

（Ministry of Health and Population：MOHP）と教育省（Ministry of Education：MOE）間の連携が、

自立発展性や地域的な展開を確保するうえで重要との教訓を得た。そして、2006 年度のネパール

政府からの協力要請を受け、JICA は「学校保健・栄養改善プロジェクト」を 2008 年 6 月から 4
年間実施することとした。本プロジェクトは、対象 2 郡（Shindupalchowk 郡及び Syangja 郡）に

おいて、主に初等教育レベルの学齢児童の保健・栄養に関する態度や習慣の改善を図るとともに、

上述した「学校・地域保健プロジェクト」の教訓を生かし、本プロジェクト終了後も既存の国家

学校保健・栄養戦略に基づいた学校保健活動が継続・普及されていくよう保健人口省（MOHP）
と教育省（MOE）による実施体制を整備することを目的として開始された。 

今般、本プロジェクトは協力開始後 2 年半が経過することから、以下の目的のため中間レビュ

ー調査を実施することとした。なお本件は、協力開始後約 2 年が経過した 2010 年 5 月に中間レビ

ューを行う予定であったが、ネパールにおける治安状況の悪化から延期されたものである。 
(1) R/D、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）（別添 3．PDM2

参照）の記述に沿ったプロジェクトの活動実績や目標・成果の達成状況を明らかにするとと

もに、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）の各視点からもレ

ビューする。特にプロジェクトの様々な取り組みのうち、持続性と汎用性の高い事例とその

アプローチを抽出する。 
(2) プロジェクトが抱える諸課題について、ネパール側と協議し、今後ネパール側及び日本側

双方で重点的に取り組むべき事項に関する提言を行う。 
(3) 上述(1)～(2)について、ネパール側関係者とともに合同評価報告書を作成・協議し、協議結

果についてはミニッツとして取りまとめ、ネパール側と署名・交換する。 
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１－２ 調査団構成 

本調査には、ネパール側から MOHP 及び MOE からそれぞれ 2 名ずつ参団し、日本及びネパー

ルによる合同調査として実施した。 
 
（日本側） 

担当分野 氏 名 所  属・職  位 

団長/総括 花田 恭 JICA 人間開発部 課題アドバイザー 

協力計画 平岡 久和 JICA 人間開発部保健第二グループ保健第四課 職員 

評価計画 稲垣 良隆 JICA 人間開発部保健第二グループ保健第四課 職員 

評価分析 西村 邦雄 ICONS 国際協力株式会社 シニアコンサルタント 

 
（ネパール側） 

氏 名 所  属・職  位 

Mr. Hari Prasad Bashyal Director, Administration Division, 教 育 省 教 育 局 （ Department of 
Education：DOE） 

Ms. Sharada Pandey Senior Public Health Administrator,  
Public Health Administration and Monitoring and Evaluation Division, 
MOHP 

Mr. Raj Kumar Pokharel Chief,  
Nutrition Section, Child Health Division, 保健人口省保健サービス局

（Department of Health Services：DOHS） 

Ms. Neera Shakya Under Secretary,  
Monitoring and Evaluation Division, MOE 

 
１－３ 調査日程 

行程 
 

コンサルタント団員（西村） 本部団員（花田、平岡、稲垣）

2010/11/11 DOHS 及び DOE への聞き取り調査  

11/12 
・CCS Italy への聞き取り調査 
・Save the Children への聞き取り調査 
・JICA ネパール事務所への聞き取り調査 

 

11/13 Kathmandu から Pokhara へ移動  

11/14 

・Pokhara から Syangja 郡へ移動 
・Janapriya Higher Secondary School 訪問、関係者

への聞き取り調査 
・Bhatkhola サブヘルスポスト（Sub Health Post：

SHP）訪問、関係者への聞き取り調査 
・郡学校保健・栄養調整委員会（District School 

Health and Nutrition Coordination Committee：
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DSHNCC）メンバーへの聞き取り調査 

11/15 

・Sarba Shakti Primary School 訪問、関係者への聞

き取り調査 
・Janakalyan Primary School 訪問、関係者への聞

き取り調査 
・Syangja 郡から Pokhara へ移動 

 

11/16 Pokhara から Kathamandu へ移動  

11/17 
・MOHP 及び MOE とのワークショップ 
・Kathmandu から Shindupalchowk 郡へ移動 

 

11/18 

・DSHCC メンバーへの聞き取り調査 
・Saraswoti Primary School 訪問、関係者への聞き

取り調査 
・Sidhi Ganesh Primary School 訪問、関係者への

聞き取り調査 

 

11/19 

・Bhangyang Primary School 訪問、関係者への聞

き取り調査 
・Mahankal SHP 訪問、関係者への聞き取り調査

・Sarswoti Higher Secondary School 訪問、関係者

への聞き取り調査 
・Shindupalchowk から Kathmandu へ移動 

 

11/20 データ分析・整理 成田からバンコクへ移動 

データ分析・整理 バンコクから Kathmandu へ移

動、コンサルタント団員と合流11/21 

JICA ネパール事務所、プロジェクト専門家との協議 

11/22 
・MOE 表敬訪問・協議 
・JICA ネパール事務所との協議 
・DOHS 表敬訪問・協議 

11/23 
・国連児童基金（United Nations Children’s Fund：UNICEF）との協議 
・中間レビュー調査の進捗共有 
・Kathmandu から Dhulikel へ移動 

11/24 

・Dhulikel から Shindupalchowk へ移動 
・Ganesh Primary School 訪問、関係者インタビュー 
・Thulosirubari SHP 訪問、関係者インタビュー 
・郡保健事務所（District Health Office：DHO）訪問、関係者インタビュー 
・郡教育事務所（District Education Office：DEO）訪問、関係者インタビュー 

11/25 
・Sansarimai Secandary School 訪問、関係者インタビュー 
・Kakling Harisiddhi Higher Secondary School 訪問、関係者インタビュー 
・Tulopakhar SHP 訪問、関係者インタビュー 

11/26 資料整理・協議議事録（ミニッツ）案作成、合同調査団内協議 
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11/27 資料整理・ミニッツ案作成 

11/28 合同調査団内協議 

11/29 
・プロジェクト関係者へミニッツ 終案提出、資料整理 
・平岡職員 Kathmandu からバングラデシュへ移動 

11/30 プロジェクト関係者へ調査結果のプレゼンテーション 

12/1 
・DOE へミニッツ 終案のブリーフィング 
・報告書作成 

12/2 
・JICA ネパール事務所報告 
・ミニッツ署名 

12/3 
・在ネパール日本国大使館報告 
・Kathmandu からバンコクへ移動 

12/4 バンコクから成田へ移動 

 
１－４ 主要面談者 

付属資料 3．参照。 
 
１－５ 調査結果総括 

学校保健は教育と保健にまたがる分野であるが、教育側がイニシアティブをとり、学校におい

て学童の健康向上活動を実施する狭義の学校保健と、保健側がイニシアティブをとり、学校を拠

点に学童を主要な対象としつつも、公衆衛生の一部として地域保健活動を実施する広義の学校保

健がある。ネパールの国家学校保健・栄養戦略は、MOE と MOHP の共管であり、狭義と広義の

学校保健が併存している。本プロジェクトの PDM1 は国家学校保健・栄養戦略に沿って JICA が

協力する方策を記述したものであり、多様な活動を実施するものとなっていたが、プロジェクト

活動を実施する中で、狭義の学校保健に限定することが適切であることが分かり PDM2 に改定さ

れた。 
国家学校保健・栄養戦略は両省の協働で策定されたものではあるが、MOHP のイニシアティブ

で策定されたものであること、また、MOHP には日本医師会と JICA で連携して行った学校・地

域保健プロジェクトを実施した経験があることから、本プロジェクトは MOHP の要請に基づき、

JICA 側でも保健担当部署が所管して開始された。そのため、当初派遣の 2 名の長期専門家は保健

の専門家であった。プロジェクト運営体制について両省は全く並列であるが、日本人専門家のプ

ロジェクト事務所は DOHS 内にある。したがって、プロジェクトの前半では MOHP 側から技術

協力をしていくという要素が強く、その成果は学校でのフィールド活動の定着と学校保健サービ

スミニマムパッケージの作成として結実した。 
本プロジェクトは後半に入り、プロジェクト対象校が大幅に増加し、対象 2 郡での学校保健サ

ービスミニマムパッケージの普及、他郡へ MOE がスケールアップする場合のマネージメント支

援といった要素が強くなってきた。新任のチーフアドバイザーに教育マネージメントの専門家を

得たことは時宜にかなったことであるといえよう。DOE には本プロジェクトのローカルスタッフ

を配置しているが、チーフアドバイザーがより頻繁に DOE と協議し、今後は DOE 主導でプロジ

ェクト活動が推進されることが望まれる。 
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学校数は保健施設数よりも圧倒的に多く、関連予算も MOE に配分される割合が大きい。コミ

ュニティとも学校はより密接に関係している。この意味からも MOE が今後イニシアティブをと

り、MOHP との連携、開発パートナーの協力の調整等、主導的役割を果たすべきことを提言した。 
なお、JICA は小学校運営改善支援プロジェクト（2008 年 2 月～2011 年 2 月）を実施中であり、

対象郡は異なるものの DOHS の主要カウンターパートは同じである。学校の現場でも、学校保健

委員会は学校運営委員会に吸収され、学校運営委員会で学校保健活動も検討されている学校が増

加している。小学校運営改善支援プロジェクトとの連携がすでに開始されているが、今後同プロ

ジェクトの経験・知見を一層活用することが、自立発展性につながることと思われる。 
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第２章 評価の方法 
 
２－１ 評価の方法 

本中間レビュー調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版（2010 年 6 月）」に沿って、プ

ロジェクトの計画、実績及び実施プロセスを確認したうえで、評価 5 項目（妥当性、有効性、効

率性、インパクト、自立発展性）の観点から評価を実施した。具体的な内容は以下のとおりであ

る。 
 

(1) PDM2 に沿って、投入・活動・成果・プロジェクト目標・上位目標の進捗状況、達成状況

を確認する。 
(2) 評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）を用いてプロジェクト

の達成状況を評価する。 
(3) 貢献要因・阻害要因を抽出する。 
(4) 残りのプロジェクト期間における提言を導き出す。 

 
２－２ 調査項目・評価基準 

プロジェクトの活動・実績を以下の評価 5 項目の観点から評価した。 
(1) 妥当性 

プロジェクト目標や上位目標が当該国の開発政策、受益者のニーズ、日本の援助方針等と

の整合性があるか否かを検証する。 
(2) 有効性 

プロジェクト目標の達成状況、及び成果がプロジェクト目標達成に貢献しているか否かを

判断する。 
(3) 効率性 

投入の質・量・タイミングを分析し、投入や活動が成果の発現に貢献したか否かを検証す

る。 
(4) インパクト 

プロジェクト実施によりもたらされた直接あるいは間接の正負のインパクトを見る。 
(5) 自立発展性 

援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続する見込みがあるか否かを、政策・

組織・財政・技術の観点から検証する。 
 
２－３ 評価に用いたデータ・情報 

本調査では、評価分析のために定性的・定量的データを以下のとおり収集した。 
・ プロジェクト関係文献のレビュー（プロジェクト作成報告書、ベースライン調査報告書、内

部中間調査報告書） 
・ 日本人専門家に対する質問票調査 
・ 協力対象校の視察 
・ 主要関係者（学校・DSHNCC・DHO・DEO 関係者、日本人専門家等）へのグループインタビ

ュー 
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・ MOHP 及び MOE との評価結果に係るワークショップの実施 
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第３章 プロジェクト実績概要 
 
３－１ 投入実績 

本プロジェクトの投入実績は以下のとおり。 
 

調査項目 実  績 

1．日本側 

①専門家 ・長期専門家 ：3 名 
・短期専門家 ：9 名 

②資機材・車両 1,243 万 4,000 円 
項目：車両、モーターバイク、プリンター、パーソナルコンピューター、

デジタルカメラ、その他必要機材 

③現地活動費 6,278 万 2,000 円（52,318,068 ネパールルピー） 
（ただし、2010 年度第三四半期まで。） 

④本邦研修 1)国別研修 
- 2008 年度 7 名 
- 2009 年度 9 名 
- 2010 年度 3 名  小計 19 名 
2)課題別研修 
- 2008 年度 1 名 
- 2009 年度 2 名 
- 2010 年度 2 名  小計 5 名 

2．ネパール側 

①施設 DOHS 小 児 健 康 部 （ Child Health Division ） 及 び DOE 総 務 部

（Administration Division）よりプロジェクト用事務所が提供されてい

る。 

②カウンターパート

（C/P） 
DOHS ：7 名 
DOE ：8 名 
DEO（Shindupalchowk） ：3 名 
DHO（Shindupalchowk） ：4 名 
DEO（Syangja） ：3 名 
DHO（Syangja） ：2 名   計 27 名 
（注：上記数字は異動及び退職した元・職員も含む。） 

③プロジェクト関連

業務費 
(1)DOHS：2,566,781 ネパールルピー 
(2)DOE：227,744,000 ネパールルピー 

 
３－２ 活動実績 

PDM1 から PDM2 への変更に伴い、活動計画表（Plan of Operation：PO）の活動も変更された。

よって、PDM2 に沿って活動実績を以下のとおり示す。 
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活動 0-1 以下の委員会を設置する。郡学校保健・栄養調整委員会（DSHNCC）、学校保健・栄養

委員会（School Health and Nutrition Committee：SHNC） 
・Shindupalchowk 郡及び Syangja 郡において国家学校保健・栄養戦略及び本プロジェクトの概

要について関係者に説明した。両郡において DSHNCC を設置した。 
・本プロジェクトの第 1 年次（以下、第 1 年次と示す）及び第 2 年次の対象 91 校（Shindupalchowk

郡 47 校、Syangja 郡 44 校）において、SHNC を設置した。また、同対象校に対し、国家学校

保健・栄養戦略及び本プロジェクトの概要に関するオリエンテーションを実施した。 
・第 3 年次の対象 129 校（Shindupalchowk 郡 60 校、Syangja 郡 69 校）において、国家学校保健・

栄養戦略及び本プロジェクトに関するオリエンテーションを実施中である。 
 
活動 0-2 郡保健事務所、郡教育事務所、郡開発委員会、村落開発委員会及び学校にフォーカル

パーソンを任命する。 
・Shindupalchowk 郡及び Syangja 郡の両郡において、DHO 及び DEO のフォーカルパーソンが

任命された。 
・郡開発委員会（District Development Committee：DDC）に関しては、直接のカウンターパート

でないことから、フォーカルパーソンは任命していないが、地方開発官（Local Development 
Officer：LDO）が DSHNCC の委員長に任命された。 

・各対象校においてフォーカル教員が任命された。 
 
 

【成果 1】対象校において、学校保健サービスミニマムパッケージの提供が改善される。 

 
活動 1-1 学校保健サービスミニマムパッケージを作成する。 

・DOHS 及び DOE との協議のもと、学校保健サービスミニマムパッケージを作成した。 
 
活動 1-2 学校保健サービスミニマムパッケージの研修・実施ガイドライン/マニュアルを開発す

る。 
・学校保健サービスミニマムパッケージの研修・実施ガイドラインを開発し、2010 年 6 月に

DOHS 及び DOE に承認された。 
 
活動 1-3 学校保健サービスミニマムパッケージのカスケード式研修2を実施する。 
・第 1 年次及び第 2 年次においては、郡レベル3と、第 1 年次及び第 2 年次の対象校を担当する

RC/VDC レベル4を対象に、寄生虫対策プログラム、身体測定、ファーストエイドキットボッ

クス、子どもクラブ、モニタリング・スーパービジョン（Monitoring and Supervision：M&S）、
学校チェックリストという学校保健サービスミニマムパッケージのコンポーネントごとに研

修を実施した。 
・第 3 年次においては、郡レベルと、第 1、2、3 年次の対象校を担当する RC/VDC レベルを対

                                                        
2 カスケード式研修は、中央レベルでの合同ミーティングの後、郡レベル、RC/VDC レベルの順に実施される。 
3 DHO や DEO のオフィサー等が該当する。 
4 小学校の校長やフォーカル教員、PTA（Parents and Teachers Association：PTA）や SHNC のメンバー等、対象校のステークホ

ルダーが研修対象者となる。 
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象に、3 つのフェーズに分けて学校保健サービスミニマムパッケージ研修を実施中である（フ

ェーズ I：寄生虫対策プログラム・学校チェックリスト・子どもクラブ結成・学校アクショ

ンプラン、フェーズ II：ファーストエイドキットボックス、フェーズ III：身体測定・M&S）。
フェーズ I、II は、2010 年 6 月から実施している。 

・本調査時点において、学校保健サービスミニマムパッケージ研修を計 6,999 名に対して実施

した。 
 
活動 1-4 対象校が学校保健サービスを実施するようサポートする。 

・全対象校に、身体測定に必要な機器（体重計、身長計、視力検査表、メジャー）及び身体測

定結果記録カード等を供与した。 
・全対象校に、教員が児童・保護者に寄生虫対策の必要性を説明するための教材（パンフレッ

ト、ポスター、フリップチャート等）を供与した。 
・寄生虫駆除剤を飲んだ児童に配布するためのノート5を作成し、全対象校に供与した。 
・第 1 年次に、対象校へファーストエイドキットボックスを供与した（2 年目以降は保健省が

予算措置をしたため、プロジェクトからの供与はなし）。 
・第 1 年次及び 2 年次の対象校（計 91 校）では、年 2 回の寄生虫駆除剤の投与、ファーストエ

イドキットボックスの活用、年 1 回の身体測定が実施されている。 
 
活動 1-5 対象校が学校保健・栄養関連データを集計するようサポートする。 

・本プロジェクトでは身体測定や寄生虫駆除剤配布の記録データが対象校レベルで収集・記録

され、それらのレポートがサブヘルスポスト（SHP）、ヘルスポスト（Health Post：HP）及び

リソースセンター（Resource Center：RC）に送られるよう、学校レベル、郡レベル、中央レ

ベルで助言・指導を行っている。 
 
活動 1-6 学校保健サービスミニマムパッケージのガイドライン/マニュアルをレビューし改訂す

る。 
・学校保健サービスミニマムパッケージ研修を実施することにより生じるフィードバックを反

映し、学校保健サービスミニマムパッケージガイドラインを適宜改訂した。現在、学校保健・

栄養ネットワークが改訂版の策定作業を行っている。 
 
活動 1-7 学校保健サービスミニマムパッケージのガイドライン/マニュアルの最終版を作成し、

保健人口省及び教育省から承認を得る。 
・学校保健サービスミニマムパッケージガイドラインについて、DOHS 及び DOE から承認済

（2009 年 6 月）。 
 
 
 
 

                                                        
5 中身は普通のノートだが、ノートの表紙・裏表紙に、寄生虫の種類、感染経路、症状、寄生虫の防ぎ方等が印刷されている。

子どもが他の教科でノートを使う際、寄生虫対策に関するメッセージも併せて目に入ってくるように工夫されている。 
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【成果 2】学校保健活動を通じて、対象校における学齢児童の保健に関する知識が向上し、態

度や習慣が改善される。 

 
 
活動 2-1 ネパールの既存の保健・栄養教材をレビューする。 

・ネパールで入手可能な保健・栄養教材を入手し、レビューを実施した。 
・小学校 1～5 年生の学校保健関連教科の教科書（各学年 6 種類）をレビューし、学校保健に関

して記載されている内容を分析した。 
 
活動 2-2 保健・栄養教育関連の既存の指導者研修（Training of Trainers：TOT）ガイドライン/マ

ニュアルをレビューし、必要に応じて提言を行い、改訂する。 
・2010 年 9 月に派遣された健康教育/ピア教育短期専門家によって、既存の TOT ガイドライン

に対する提言がなされた。 
 
活動 2-3 必要に応じて保健・栄養教育の IEC（Information, Education and Communication：IEC）

教材を開発する。 
・2010 年 2 月に派遣された教材開発分野の短期専門家によって、保健教育を補助するための IEC

教材（絵本 3 種、ポスター3 種）が開発された。 
・IEC 教材の使用方法を含め、学校保健サービスミニマムパッケージガイドラインを改訂中。 

 
活動 2-4 教育省が教員を対象とした保健・栄養教育のカスケード式研修を実施するようサポー

トする。 
・本プロジェクト第 3 年次の活動として実施予定。 

 
活動 2-5 教員が開発した教材に基づき、保健・栄養関連の授業を実施するようサポートする。 
・2010 年 2 月に派遣された教材開発短期専門家によって、保健・栄養関連の授業をサポートす

る IEC 教材が開発された。 
 
活動 2-6 学校の衛生環境と児童の衛生状態の改善を促進するために、学校チェックリストガイ

ドラインを開発する。 
・ 学校チェックリストガイドラインを含む学校保健サービスミニマムパッケージが作成され

た。 
・2010 年 1 月に派遣された学校保健短期専門家によって、学校チェックリストが改訂された。 

 
活動 2-7 学校チェックリストのカスケード式研修を実施する。 
・第 1 年次及び第 2 年次の対象校（計 91 校）において、学校チェックリストのカスケード式研

修が実施された。 
・第 3 年次の対象校 129 校において、学校保健サービスミニマムパッケージ研修の一部として、

学校チェックリストに係るカスケード式研修を実施中である。 
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活動 2-8 対象校が学校チェックリストを活用するようサポートする。 
・DOE と DSHNCC の協力の下、学校年度の終わりに学校チェックリストの結果が良かった学

校に対し賞品を渡す等によって、学校チェックリストを活用する意欲を高めるよう工夫して

いる。 
 
活動 2-9 子どもクラブのためのガイドラインを開発する。 

・学校保健サービスミニマムパッケージのコンポーネントとして、子どもクラブ育成ガイドラ

インが 2009 年 11 月に開発された。 
 
活動 2-10 子どもクラブのカスケード式研修を実施する。 
・第 1 年次及び第 2 年次の対象校（計 91 校）において、子どもクラブのカスケード式研修が実

施された。 
・第 3 年次の対象 129 校において、学校保健サービスミニマムパッケージ研修の一部として、

子どもクラブのカスケード式研修を実施中である。 
 
活動 2-11 対象校が子どもクラブ活動を促進するようサポートする。 

・健康教育/ピア教育短期専門家によって、C/P と協力して子どもクラブによる学校保健活動の

良い事例集案（『“子どもたちがチェンジをもたらす！”～学校保健・栄養プロラグムにおけ

る子どもクラブ活動を通じた子ども参加の良い事例～』）が作成された。 
 
活動 2-12 代替校が学校保健活動を利用できるようガイドラインを開発する。 

・開発済みの学校保健サービスミニマムパッケージガイドラインに準じて、代替校も学校保健

活動を実施できることが判明したため、別途代替校専用のガイドラインは開発しない方向で

検討している。 
 
 

【成果 3】対象郡において、学校保健活動が関係機関、委員会、その他の関係者によって体系

的かつ協力的に実施・管理される。 

 
活動 3-1 対象郡において対象校を選択する：グループ A：モデルが開発される学校、グループ B：

モデルが拡大される学校、グループ C：正規の学校にカバーされない代替校 
・本プロジェクト第 1 年次は、グループ A「モデル開発校」として、両郡で 3VDC ずつ選択し、

VDC 内のすべての公立校 43 校を対象とした。（Shindupalchowk 郡 22 校、Syangja 郡 21 校） 
・本プロジェクト第 2 年次は、グループ A「モデル開発校」として、両郡より更に 3VDC ずつ

追加（Shindupalchowk 郡 25 校、Syangja 郡 23 校）した。 
・本プロジェクト第 3 年次は、グループ B「モデル拡大校」として、各郡より 9VDC ずつ追加

（Shindupalchowk 郡 60 校、Syangja 郡 69 校）した。 
・グループ C「代替校」については、Shindupalchowk 郡に 3 校、Syangja 郡に 1 校あり、本プロ

ジェクト対象校として研修にも参加している。 
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活動 3-2 学校保健の実施に係る障害と可能性を探るためベースライン調査を実施する。 
・2008 年 11 月にローカルコンサルタント 2 社と契約し、学齢児童の鉄欠乏性貧血率並びに腸

管寄生虫有体率を確認するため、学齢児童の血液・便検査のベースライン調査を実施した。 
・本プロジェクトでは、本プロジェクト活動の進捗状況を確認するため、2010 年 1 月～3 月に

「内部中間調査」を実施した。同調査は、寄生虫駆除プログラムのインパクトを確認するた

め、血液・便検査を含めた。 
 
活動 3-3 学校保健のモニタリング・ツールを開発する。 

・2009 年 12 月に、モニタリング・評価（Monitoring and Evaluation：M&E）分野の短期専門家

が、学校保健活動の進捗状況をモニタリング・評価するための「学校保健モニタリング・評

価シート/フォーマット」及び「学校保健モニタリング・評価ガイドライン」を開発した。 
 
活動 3-4 モニタリングのカスケード式研修を実施する。 

・M&S 研修は、2010 年に郡レベルで 118 名に実施された。 
 
活動 3-5 各レベルの関係者が学校保健活動のモニタリングを実施するようサポートする。 
・毎月実施される DHO 会議、DEO 会議及びイラカ6会議に、必要に応じてプロジェクトスタッ

フが参加し、学校保健活動をモニタリングしている各レベルの関係者に対し助言・指導を行

った。 
 
活動 3-6 学校保健サービスミニマムパッケージのデータを集計し分析するよう郡教育事務所と

郡保健事務所をサポートする。 
・学校保健サービスミニマムパッケージのデータ（身体測定、寄生虫駆除）を正確に集計し分

析するよう、DHO と DEO に助言・指導を行った。 
 
活動 3-7 学校保健コンポーネントが学校改善計画（School Improvement Plan：SIP）に取り入れ

られるようサポートする。 
・学校運営委員会（School Management Committee：SMC）で作成する SIP に学校保健コンポー

ネントを組み入れるよう、JICA 小学校運営改善支援プロジェクト（Support for Improvement of 
Primary School Management：SISM）及び DOE と協議した。結果として、SISM が SIP 研修で

指導対象としている学校自己診断チェックリストに、学校保健コンポーネントを組み込むこ

とで合意した。 
・SISM と協力し、SIP 研修を 2010 年 2、3 月に郡レベルで 65 名、RC/VDC レベルで 472 名に

対し実施した。 
 
活動 3-8 郡学校保健・栄養調整委員会が学校保健・栄養活動実施のための郡アクションプラン

を策定するようサポートする。 
・DSHNCC による郡アクションプランの作成に際し、助言や指導、取りまとめ等を行った。 

                                                        
6 3～4VDC から構成される 1 つの行政単位。 



－14－ 

活動 3-9 学校保健・栄養委員会が学校レベルのアクションプランを策定するようサポートする。 
・第 1 年次及び第 2 年次対象校の 91SHNC に対し、学校保健活動にかかるアクションプラン作

成のためのオリエンテーションが実施された。 
 
活動 3-10 郡学校保健・栄養調整委員会及び学校保健・栄養委員会が児童と地域住民のために学

校保健・栄養週間のような学校保健プロモーション・キャンペーンを計画し実施する

ようサポートする。 
・国家学校保健・栄養アドバイザリー委員会（NSHNAC）によって 12 月 終週が「学校保健・

栄養週間」として決定した。 
・ネパール暦 2066 年度7（日本暦 2009/2010 年度）に、DOHS が「学校保健・栄養週間」実施

のための予算を申請し、承認された。 
 
 

【成果 4】プロジェクトの経験に基づき実践的なモデルが開発され、「国家学校保健・栄養戦略」

に沿った当該モデルの普及計画が中央レベルで策定される。 

 
活動 4-1 開発パートナーによる学校保健・栄養活動の好事例をレビューし、プロジェクトの学

校保健活動に反映する。 
・本プロジェクト主導の下、学校保健・栄養分野で活動する開発パートナーと学校保健・栄養

ネットワークを 2008 年 6 月に結成し、定期会合を開催している。1 年目は本プロジェクトが

コーディネーターとして活動を推進した。 
・本ネットワークにおいて、データを収集して Mapping Matrix を作成して重複した活動を回避

し、毎月の会合、学校保健ニューズレターの発行、ウェブサイトの設置等により各団体の活

動について情報共有を図っている。 
・学校保健サービスミニマムパッケージについて、コスト分析を含めたレビューを学校保健・

栄養ネットワークが行っており、成果品を MOHP 及び MOE が承認のうえ、国家計画委員会

（NPC）に提示する予定である。 
 
活動 4-2 既存の学校保健・栄養ガイドラインと「国家学校保健・栄養戦略」を学校保健活動で

得られた実践経験に基づきレビューし、必要に応じて改訂を提案する。 
・第 3 年次の活動として、ネパールにて策定された学校保健・栄養プログラムの実施ガイドラ

インと国家学校保健・栄養戦略を再検討するため、2011 年度に短期専門家が派遣される予定

である。 
 
活動 4-3 実施したレビューに基づき実践モデル並びにマニュアルを作成する。 

・第 4 年次に短期専門家が派遣される予定である。 
 
活動 4-4 中央レベルにおいて他郡へのモデル普及のためのアクションプランが策定されるよう

                                                        
7 ネパール暦 2066 年度は、西暦 2009 年 7 月中旬～10 年 7 月中旬にあたる。 
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サポートする。 
・第 3 年次に、プロジェクト終了後にプロジェクト成果を拡大させるための方策を検討するワ

ークショップを、中央レベルで実施する予定である。 
 
活動 4-5 「国家学校保健・栄養戦略」及び学校保健活動の成果を、他郡や他の関連開発パート

ナーへ普及する。 
・学校保健・栄養ネットワーク、WHO、UNICEF、MOHP 及び MOE との連携の下、国家学校

保健・栄養戦略を有効に機能させる方法を探ること等を目的に、国家学校保健・栄養ワーク

ショップを 2008 年度、2009 年度に開催した。2010 年度も第 3 回学校保健・栄養ワークショ

ップを開催する予定である。 
 
活動 4-6 全国展開へ向け、地域事務所並びに郡事務所へ必要に応じて技術協力を提供する。 

・本プロジェクトでは、MOHP 及び MOE の地域及び郡レビュー会議等の機会を利用して、国

家学校保健・栄養戦略の啓発活動を行う予定である。 
 
３－３ 成果達成状況 

本プロジェクトの成果、指標及び主な実績は以下のとおり。 
 

成果 指標 実績 

1-1 学校保健サービスミニマムパッ

ケージのためのガイドラインと

マニュアルが開発される。 

学校保健サービスミニマムパッケ

ージのガイドラインが策定された。

（今後も時宜に応じて修正する予

定。） 

1-2 学校保健サービスミニマムパッ

ケージの研修への総参加者が 0
人から 7,500 人以上になる。 

学校保健サービスミニマムパッケ

ージについての研修を 6,999 名が受

講した。 

1-3 身体検査を年 1 回実施し、適切

に記録する学校が 0 ％から

70.0％に増加する。 

内部中間調査によれば、全調査対象

校8が身体検査を実施し、91.7％の学

校が記録を適切に保持していた。 

1-4 寄生虫対策プログラムを年 2 回

実施し、適切に記録する学校が

0％から 70.0％に増加する。 

内部中間調査によれば、全調査対象

校で寄生虫駆除が実施され、97.2％
の学校が記録を適切に保持してい

る。 

成果 1 
対象校において、

学校保健サービス

ミニマムパッケー

ジの提供が改善さ

れる。 
 

1-5 ファーストエイドキットボック

スを備え、適切に記録する学校

が 0％から 60.0％に増加する。

内部中間調査によれば、全調査対象

校がファーストエイドキットボッ

クスを保持し、86.1％が適切に記録

を保持している。 

                                                        
8「調査対象校」とは、内部中間調査（Internal Midterm Survey：2010 年 1 月～3 月に実施）において本プロジェクトが第 2 年次

までに対象とする 2 郡 12VDC（91 校）をすべてカバーできるよう、1VDC あたり 3 校をランダムに抽出した計 36 校をさす。 
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2-1 対象校において、清潔な爪を有

する学齢児童の割合が 49.8％か

ら 70.0％に増加する。 

内部中間調査によれば、調査対象校

において清潔な爪を保っている児

童の割合が 68.4％に達していた。 

2-2 学校清掃（トイレを保有する学

校ではトイレ清掃含む）を毎日

行う学校の割合が 33.3％から

50.0％に増加する。 

内部中間調査によれば、調査対象校

において毎日の学校清掃（トイレ掃

除も含む）を実施する学校の割合が

42.6％に達していた。 

2-3 対象校において、学齢児童の寄

生虫に関する知識が 11.0％から

60.0％に増加する。 

データ未収集。 

2-4 学校チェックリストの記録を管

理する学校の割合が、0％から

60.0％に増加する。 
 

学校チェックリストについて、デイ

リーチェックリスト：86.1％、ウィ

ークリーチェックリスト：66.7％、

マンスリーチェックリスト：58.3％
の調査対象校が記録を保持してい

た。 

成果 2 
学校保健活動を通

じて、対象校にお

ける学齢児童の保

健に関する知識が

向上し、態度や習

慣が改善される。 
 

2-5 全対象校において子どもクラブ

が存在する。 
内部中間調査によれば、97.2％の調

査対象校において子どもクラブが

設立された。 

3-1 教員、児童、保健スタッフ、地

域住民と学校保健・栄養委員会

の共同により、ヘルス・プロモ

ーション・キャンペーンが 低

年 1 回、実施される。 

2009 年 12 月に学校健康・栄養週間

キャンペーンが実施された。 
 

3-2 リソースパーソンによる学校保

健のモニタリング・スーパービ

ジョンを 低年 3 回受ける学校

の割合が 0％から 60.0％に増加

する。 
 

データ未収集。ただし、モニタリン

グ・スーパービジョン（M&S）ガイ

ドライン、及びそのシートが 2009
年 12 月に作成された。また、M&S
研修が DHO や DEO、リソースパー

ソン等に対し 2010 年 2 月及び 7 月

に実施された。 

3-3 定期会合を 低年 4 回開催する

学校保健・栄養委員会の割合が

0％から 60.0％に増加する 

内部中間調査によれば、33.3％の調

査対象校において SHNCが少なくと

も月に 1 回、定期会合を開催してい

る。 

成果 3 
対象郡において、

学校保健活動が関

係機関、委員会、

その他の関係者に

よって体系的かつ

協力的に実施・管

理される。 
 

3-4 郡学校保健・栄養調整委員会

（DSHNCC）が 低年 4 回、定

期会合を開催する。 

Syangia 郡においては、DSHNCC が

1 年に少なくとも 4 回の定期的会合

を開催している。Shindupalchowk 郡

は、年に 1 回の開催となっている。



－17－ 

3-5 学校保健コンポーネントを学校

改善計画（SIP）に取り入れる学

校の割合が 0％から 60.0％に増

加する。 

本プロジェクトの第 2 年次までの対

象 91 校において、SIP 研修が 2010
年 3 月に実施された。また、2010 年

6 月までに 53.8％の同対象校が、学

校保健・栄養コンポーネントを組み

込んだ SIP を DEO に提出した。 

3-6 学校保健関連データ（身体測定、

駆除剤の投与）が身体測定ガイ

ドライン及び寄生虫対策プログ

ラムガイドラインに基づき、郡

保健事務所と郡教育事務所で集

計される。 

各学校の身体検査及び寄生虫駆除

に関するデータが DHO 及び DEO に

蓄積されていた。 

4-1 レビューされた「国家学校保

健・栄養戦略」とガイドライン

が国家学校保健・栄養改善アド

バイザリー委員会（NSHNAC）
に承認される。 

・第 3 年次及び第 4 年次に実施予定。

未実施。 成果 4 
プロジェクトの経

験に基づき実践的

なモデルが開発さ

れ、「国家学校保

健・栄養戦略」に

沿った当該モデル

の普及計画が中央

レベルで策定され

る。 

4-2 中央省庁において、他郡への当

該モデル普及のためのアクショ

ンプランが開発される。 

未実施。 

 
３－４ プロジェクト目標達成見込み 

学校保健サービスミニマムパッケージガイドラインは DOHS 及び DOE によって承認され、同

パッケージに基づく研修が順調に実施されている。このように、本プロジェクトの基盤が構築さ

れたことに加え、プロジェクト目標の指標の 1 つである寄生虫有体率は顕著に減少していること

から、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。 
プロジェクト目標、指標及び主な実績は以下のとおり。 

 

プロジェクト目標 指標 実績 

国家学校保健・栄養アドバイザリ

ー委員会（NSHNAC）によって、

実践的な学校保健モデルが承認

される。 

未実施。 ・対象郡において学齢

児童による学校保健

サービスの利用が増

加する。 
・保健人口省と教育省

において「国家学校

保健・栄養戦略」の

実施体制が強化され

保健人口省と教育省によって、学

校保健サービスミニマムパッケ

ージのガイドラインとマニュア

ルが承認される。 

学校保健サービスミニマムパッ

ケージガイドラインは、2009 年 7
月に DOHS 及び DOE により承認

された。 
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学校保健活動のモニタリング・ス

ーパービジョン・シートが、モニ

タリング・スーパービジョンガイ

ドラインに基づき保健人口省と

教育省に集計される。 

M&S ガイドライン及びシートは

2009 年 12 月に作成され、2010 年

2 月及び 7 月に M&S 研修が実施

されたが、学校保健活動に関する

M&S シートは MOHP 及び MOE
に蓄積されていない。 

学校保健関連データ（身体測定、

駆除剤の投与）が身体測定ガイド

ライン及び寄生虫対策プログラ

ムガイドラインに基づき保健人

口省と教育省に集計される。 

各学校の身体検査及び寄生虫駆

除に関するデータが DHO 及び

DEO によって集計され、MOHP
及び MOE に蓄積されている。 

学齢児童の寄生虫罹患率が 25.1％
（2008 年）から 15.1％（2012 年）

に減少する。 

学齢児童の寄生虫罹患率が平均

7.3 ％ （ Shindupalchowk 郡 で は

11.7％、Syangja 郡では 1.7％）ま

で減少した。 

る。 
 

各対象校において、子どもクラブ

による学校保健活動が 低年 1 回

実施される。 

内部中間調査によれば、91.0％の

調査対象校の子どもクラブが学

校保健活動を実施していた。 

 
３－５ 上位目標達成見込み 

本調査の段階にて、上位目標達成指標の 1 つである学齢児童の出席率が向上していた。もう 1
つの同指標である中・重度の低体重を持つ学齢児童の割合は増加していたが、MOHP にて身体測

定の集計データを確認したところ、郡から中央に提出されたデータにおいて集計ミスや記載漏れ

等のミスが散見されたうえ、データの分析が誤っていたことが報告される等、データの信頼性は

低い。今後は、データ集計方法や身体測定方法等について再研修し、データの信頼性を高める必

要がある。 
上位目標、指標及び主な実績は以下のとおり。 

 

上位目標 指標 実績 

対象郡において中・重度の低体重

（年齢相応の体重）を持つ学齢児

童（5 歳～10 歳）の割合が 29.7％
（2008 年）から 26.7％（2015 年）

に減少する。 

内部中間調査によれば、中・重度

の低体重を持つ学齢児童（5 歳～

10 歳）の割合は 34.7％に増加し

た。 
 

対象郡において学齢

児童の健康と栄養状

態が改善する。 

対象郡において学齢児童の出席率

が 72.7％（2008 年）から 79.7％
（2015 年）に増加する。 

2008/2009 年における学齢児童の

出 席 率 は 平 均 77.6 ％

（ Shindupalchowk 郡 72.4 ％ 、

Syangja 郡 82.8％）である。（Flash 
Report II、2008/2009） 
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３－６ 実施プロセス 

３－６－１ PDM の変更 
本プロジェクトの PDM1 は、2010 年 4 月 16 日に開催された第 2 回合同調整委員会（Joint 

Coordinating Committee：JCC）において改訂の承認を得た（PDM2）。主な改訂点は以下のとお

り。 
① PDM1 では未設定であった指標の数値目標の設定 
② 上位目標とプロジェクト目標の改訂 

変更内容及び変更理由は以下の表のとおり。 

変更前（PDM1） 変更後（PDM2） 変更理由 

上位目標：ネパールの学齢児

童（初等教育レベル）の健康

と栄養状態が改善する。 

上位目標：対象郡の学齢児童

（初等教育レベル）の健康と栄

養状態が改善する。 

プロジェクト対象地域はネ

パール国内の限られた地域

であり、同地域の方法を全国

に適用することは想定され

る期間内では厳しいため。 

プロジェクト目標： 
・対象郡において、学齢児童

（初等教育レベル）の健康

と栄養状態が改善する。 
・保健人口省と教育スポーツ

省によって、「国家学校保

健・栄養戦略」実施のため

の実施体制が整備される。 

プロジェクト目標： 
・対象郡において、学齢児童（初

等教育レベル）による学校保

健サービスの利用が増加す

る。 
・保健人口省と教育省において

「国家学校保健・栄養戦略」

の実施体制が強化される。 

子どもの栄養状態の改善に

は、少なくとも 10 年はかか

るとされていることから、プ

ロジェクト期間内の達成を

考えた場合、プロジェクト目

標としては困難であるため。

 

 
③ 6 項目設けていた成果を 4 項目に整理 

PDM1 の成果 1 は同成果 3 に、PDM1 の成果 2 は同成果 3 及び 5 に集約することが可能

であるため、同成果 1 及び 2 を削除した。詳細は以下表のとおり。 
 

変更前（PDM1） 変更後（PDM2） 変更理由 

成果 1：学校保健指導パッケ

ージを整備することにより、

学校保健・栄養の指導法が改

善される。 

以下の成果 1 に統合。 「学校保健サービスパッケ

ージの提供」に含まれる内容

であるため。 

成果 2：主要な学校保健関係

者の学校保健に関する意識と

実施能力が向上する。 

以下の成果 1 及び成果 3 に統

合。 
「学校保健サービスパッケ

ージの提供」及び「国家学校

保健・栄養戦略に基づいたモ

デルの確立」に含まれる内容

であるため。 
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成果 3：学校における保健サ

ービスが改善される。 
成果 1：対象校において、学校

保健サービスミニマムパッケ

ージの提供が改善される。 

学校保健サービスミニマム

パッケージを対象とするこ

とを明確化するため。 

成果 4：学校保健活動を通し

て、学齢児童の保健・栄養に

関する知識が向上し、態度や

習慣が改善される。 

成果 2：学校保健活動を通じて、

対象校における学齢児童の保

健に関する知識が向上し、態度

や習慣が改善される。 

対象校に限定することを明

記。 

成果 5：「国家学校保健・栄養

戦略」に基づいたアクション

プランが、学校と地域の関係

者の協力のもと、郡の関連機

関によって体系的に実施・促

進される。 

成果 3：対象郡において、学校

保健活動が関係機関、委員会、

その他の関係者によって体系

的かつ協力的に実施・管理され

る。 

郡における学校保健の実施

体制の構築を、アクションプ

ラン作成と各関係者へのポ

リシーの浸透に限定せず、広

くモニタリング体制や各関

係者のマネジメント体制も

含めたモデルの構築とする

ため。 

成果 6：国家学校保健・栄養

アドバイザリー委員会の指導

のもと、「国家学校保健・栄養

戦略」に基づいた実践的なモ

デルが作られ、その普及のた

めの計画が中央レベルで策定

される。 

成果 4：プロジェクトの経験に

基づき実践的なモデルが開発

され、「国家学校保健・栄養戦

略」に沿った当該モデルの普及

計画が中央レベルで策定され

る。 

国家学校保健・栄養アドバイ

ザリー委員会は、政策決定機

関としての役割が強く、実際

の全国展開に向けたアクシ

ョンプラン作成は、関係省庁

が代行する可能性が高いた

め。 

 
３－６－２ 実施体制 

① 本プロジェクトの C/P 機関は DOHS 及び DOE の 2 省にわたっているため、プロジェク

トの進捗状況や課題点等を共有することを目的として、中央レベル及び郡レベルで会議を

開催している（中央レベルで、2～3 カ月に 1 回程度）。また、DOHS と DOE 間のスムーズ

な調整を図るため、2 名のナショナルプロジェクトコーディネーターが配置されている。 
② C/P が異動するケースがあったが、後任者は本プロジェクトを早急に理解し、また前任

者は異動後も本プロジェクトに協力的であり、本プロジェクトの運営に支障をきたさなか

った。 
 

３－６－３ 他機関との連携 
本プロジェクト第 1 年次に、学校保健・栄養ネットワークを開発パートナーと共に立ち上げ

た。学校保健・栄養ネットワークでは、学校保健・栄養プログラムに関する情報を共有し、ネ

パール政府と開発パートナーとの連携を強化する役割を果たしている。1 年目は、本プロジェ

クトが学校保健・栄養ネットワークのコーディネーターとなった（2 年目は Save the Children、
3 年目は CCS Italy）。 
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３－６－４ 実施プロセスに影響を与えた阻害要因 
・頻繁にストライキや道路封鎖が起こり、プロジェクト対象地域へアクセスできないことがあ

った。その結果、中間レビュー調査の延期や研修開始時期の遅れ等、プロジェクト活動に遅

れが生じた。 
・ネパール政府の予算年度は 7 月中旬から開始されるが、実際に現場に予算が配分されるのは

例年 11 月以降である。予算が執行可能な時期が短いため、年度末の約 3 カ月間は C/P が非常

に多忙となり、プロジェクト活動の予定を組むのが困難となった。 
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第４章 中間レビュー調査結果 
 
４－１ 妥当性 

下記に基づき総合的に判断すると、本プロジェクトはネパール政府の政策、わが国の援助方針

及び対象地域のニーズ等と整合性があり、妥当性は高い。 
 

(1) 必要性 
学齢児童の健康状態調査によれば、ネパールにおいては重度の貧血症、潜在的ヨード欠乏

症、寄生虫感染症、ビタミン A 欠乏症及び夜盲症の疾患者が多いとされている。本プロジェ

クトの目的は、対象校における生徒の健康や栄養状態を改善することであり、学齢児童の基

本的なニーズに合致している。 
 

(2) 優先度 
① ネパールの開発政策との整合性 

本プロジェクトは、MOHP と MOE が共同で採択した国家学校保健・栄養戦略の実施体制

作りに協力するものである。また、ネパール政府は「Education for All」、「Health for All」、及

び「Millennium Development Goals」を達成することに注力しており、ネパールの国家政策と

合致している。 
 

② 日本の対ネパール援助政策、JICA の援助実施方針との整合性 
本プロジェクトは、対ネパール国別事業展開計画において援助重点分野の 1 つとして掲げ

られている基礎教育との連携を重視した栄養改善及び基礎保健分野に合致し、「人々の健康改

善」プログラムに位置づけられるうえ、「万人のための教育」プログラムにも貢献しうるため、

日本の援助政策と合致している。 
 

(3) 手段としての適切性 
① 日本の技術の優位性 

日本での学校保健は 1872 年の学制発布によって始まり、明治期という非常に貧しい状況に

おいて学校保健システムを確立し、寄生虫の駆除、感染症の予防、環境衛生の改善等様々な

成功事例を有しており、優位性は高い。 
 

② ターゲットグループの選定の妥当性 
Shindupalchowk 郡は、中部山岳地域の中で退学率等の教育指標が も悪い貧困地域であり、

学校保健に対するニーズは高い。Syangja 郡は、プロジェクトの受け入れに対して DHO 及び

DEO のモチベーションが高く前向きであること、両事務所の関係が良好であること、各 VDC
へのアクセスが良いことから、本プロジェクトの成果発現を促進する基盤が整っており、対

象地域とする妥当性は高い。 
 

③ 他ドナーとの関係や協力内容の重複 
2008 年 6 月、他の非政府国際組織（International Non-Governmental Organization：INGO）等
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と学校保健・栄養ネットワークを結成し、定期会合を実施している。このネットワークでデ

ータを収集して Mapping Matrix を作成し、重複した活動を回避している。 
 
４－２ 有効性（予測） 

下記に基づき総合的に判断すると、すべての成果はプロジェクト目標の達成に貢献するもので

あり、有効性は高い。 
 

(1) プロジェクト目標の達成見込み 
学校保健サービスミニマムパッケージは、DOHS 及び DOE によって承認され、同パッケー

ジに基づく研修が順調に実施されている。このように、本プロジェクトの基盤が構築された

ことに加え、プロジェクト目標の指標の 1 つである寄生虫有体率は顕著に減少していること

から、プロジェクト目標が達成される見込みは高い。 
 

(2) 因果関係 
① プロジェクト目標への各成果の貢献度 

本プロジェクト目標の 1 つである、学齢児童による学校保健サービスの利用増加について

は、学校保健に関する教材を作成し、同教材を基に学齢児童が学校保健に関する知識を得、

それに伴い学齢児童の行動が変化することによって達成される。これらは、成果 1、2 に該当

する。また、もう 1 つの本プロジェクト目標である、国家学校保健・栄養戦略の実施体制強

化については、同実施体制を確立し、同実施体制の対象郡にて同戦略が実施され、そして同

戦略の全国普及計画が策定されることを以って達成したと言える。これらは、成果 3、4 に該

当する。以上により、本プロジェクトの各成果は、プロジェクト目標達成に貢献すると言え

る。 
② 外部条件 

成果の外部条件「対象地域の治安が悪化しない」、「政治的・経済的な混乱が生じても国家

学校保健・栄養戦略の実施に必要な予算や人事配置をネパール政府は確保する」、「プロジェ

クト C/P はプロジェクト期間内に頻繁に異動しない」に関し、現時点ではこれらの外部条件

に大きく抵触するような事態は発生していない。 
 
４－３ 効率性 

下記に基づき総合的に判断すると、これまでのネパール側及び日本側の投入は本プロジェクト

の成果発現に貢献しており、効率性は高い。 
 

(1) 成果の達成状況 
① 成果の達成度 

まだ指標にかかるデータを収集できていない成果もあるが、成果指標の多くは順調に目標

レベルに近づいてきている。 
② 各成果指標の設定水準の適切性 

2010 年 4 月の PDM 改訂により、プロジェクト期間内で達成可能な成果指標が設定された。 
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(2) 投入の量、タイミング、コスト 
ネパール側及び日本側からの投入は、ほぼすべて予定どおりに供給された。2010 年 6 月か

ら 11 月中旬までチーフアドバイザーが不在であったが、プロジェクト関係者や JICA ネパー

ル事務所、JICA 本部がプロジェクトの運営管理等チーフアドバイザーの役割を一時的に補完

することによって、本プロジェクトはほぼ計画どおりに進行した。 
 

(3) 効率性に影響を与える要因 
① 成果の達成の過程での貢献・阻害要因の有無 

本プロジェクトは研修方式としてカスケード式研修を採用しており、大多数の対象者に対

し時間や費用の面において効率的に研修を実施している。 
② 他プロジェクト、他国ドナーとの連携等 

JICA が実施している技術協力プロジェクト「小学校運営改善支援プロジェクト（SISM）」

と連携して SIP 研修を実施しており、効率的に知識・技術を普及している。 
 
４－４ インパクト（予測） 

若干のネガティブインパクトが確認されたが、ある程度のポジティブインパクトも確認できた

ため、インパクトはやや高い。 
 

(1)上位目標の達成 
① 上位目標の達成見込み 
・プロジェクト 2 年次に協力対象郡で実施された身体測定結果によれば、中・重度の低体重

である学齢児童の割合は 34.6％であり、ベースラインである 29.7％より増加していた。た

だし、今回の身体測定結果に関しては、郡より中央へ提出されたデータ集計シート内に集

計・記載ミスが散見されたうえ、不適切な測定方法による身体測定が見受けられたため、

データの信頼性は低い。 
・対象郡における学齢児童出席率の向上が見られた（Flash Report II、2008/2009）。これは、

本プロジェクト実施によって学校保健サービスや学校環境が改善され、生徒の登校するモ

チベーションが高まったこと、また生徒が健康になり登校することができるようになった

ことが理由として挙げられる。 
② 上位目標達成を阻害する要因やその他外部条件の有無 
・MOHP と MOE は学校保健活動として、対象地域において給食プログラム、トイレ建設、

寄生虫駆除剤やファーストエイドキットボックスの配給等を実施している。しかしながら、

本プロジェクト終了後にプロジェクト成果を拡大するための予算措置計画は策定されてい

ない。 
・学校保健・栄養プログラムにおけるステークホルダー（MOHP と MOE 含む）の具体的な

役割分担は明確化されていない。 
 

(2) 波及効果 
① ポジティブインパクト 
・関係者へのインタビューを通して、学齢児童のみならず両親、教員やコミュニティの人々
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に手洗い習慣の変化が確認された。 
・現場視察及びインタビューを通して、対象校内外の周辺環境は本プロジェクト実施前と比

較してより清潔になったことが確認された。 
・子どもクラブのメンバーが歌ったり踊ったりしながら児童の爪や髪をチェックするという

ように、学校保健活動を自分たちの文化に取り入れているケースが見られた。 
② ネガティブインパクト 
・Shindupalchowk 郡においてはネパール予算により給食が配給されているが、Syangja 郡にお

いては配給されていない。Shindupalchowk 郡においては本プロジェクトより給食用の食器

等を供与したため、Syangja 郡の学齢児童の両親や学校教員等は、本プロジェクトが給食に

関する支援を行っていないことに対し不満を表している。 
 
４－５ 自立発展性（見込み） 

現時点では、活動計画表（Plan of Operation）に基づき、自立発展性を確保するための直接的な

活動は実施していないが、学校保健・栄養プログラムを実施するための基盤は順調に構築されつ

つある。よって、本プロジェクト終了後も、ネパール政府は国家学校保健・栄養戦略に基づき学

校保健・栄養プログラムを実施し続けることが期待されるため、自立発展性は有望である。 
 

① 政策・制度面 
・ネパールにおいては、国家栄養政策（National Nutrition Policy）やスクールセクター改革計

画（School Sector Reform Plan）等学校保健・栄養プログラムに関連する政策が制定されて

いるが、同プログラムを確実に実施するための法的枠組みは十分でない。 
② 組織面・財政面 

・MOHP と MOE は協力対象校において、給食プログラム、トイレ建設、寄生虫駆除剤やフ

ァーストエイドキットボックスの配給等、学校保健活動に関し一部予算を確保している。

しかしながら、本プロジェクト終了後に学校保健・栄養プログラムを普及・拡大するため

の予算措置計画は策定されていない。 
・学校保健・栄養プログラムにおけるステークホルダー（MOHP と MOE 含む）の具体的な

役割分担は明確化されていない。 
③ 技術面 

・学校保健サービスミニマムパッケージの策定やカスケード式研修の導入等により、学校保

健・栄養プログラムを自立的に実施するための基盤が構築されている。 
・プロジェクト終了後に学校保健・栄養プログラムを拡大するための具体的な方策や計画が

策定されていない。 
・保健人口省及び教育省が共同でアクションプランを 2008 年に策定された。しかし、学校保

健・栄養プログラムを取り巻く状況が変化しつつあるため、同アクションプランを更新す

る必要が生じてきている。 
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第５章 結論・提言 
 
５－１ 結論 

ネパールの学校保健サービス向上を目的とする本プロジェクトは、ネパールの国家学校保健・

栄養戦略に基づき実施されている。本調査において、プロジェクトの進捗状況はほぼ計画どおり

であることが確認され、本プロジェクト終了時までにプロジェクト目標が達成されることが期待

される。特に、学校保健活動の基礎となる学校保健サービスミニマムパッケージが作成されたこ

とは、大きな成果であると言えよう。JICA の「小学校運営改善支援プロジェクト」との連携が開

始されている等、効率性を高める工夫もされており、今後の成果発現が期待される。本調査段階

では十分なインパクトを確認できなかったが、学齢児童が学校で学んだ学校保健に関する知識を

家族に教える等の波及効果を確認することができた。 
一方で、自立発展性の面では課題が見られる。特に、本プロジェクト終了後に本プロジェクト

成果を拡大するための予算や実施体制について、十分に検討されていなかった点が課題として挙

げられる。寄生虫駆除剤の配布等、一部の学校保健活動はネパール政府の予算で実施されるよう

になっているが、プロジェクト成果を拡大する際の予算は十分に確保されていない。ネパール政

府の予算で学校保健・栄養プログラムのすべてを賄うのは厳しいのが現状であるため、財源とし

て検討されている開発パートナーへのアプローチを強化し、財源を確保する必要がある。また、

学校保健・栄養プログラムにおける MOHP や MOE をはじめとする各ステークホルダーの役割分

担が不明確である点が課題として挙げられる。学校保健・栄養プログラムを円滑に実施するため、

特に同プログラムの担当省庁である MOHP 及び MOE の役割分担については、早急に明確にする

ことが肝要である。 
 
５－２ 提言 

(1) モニタリングシステムの強化 
学校保健活動にかかるモニタリングシステムは、学校に対する MOHP 及び MOE の既存の

モニタリングシステムに基づいているが、対象校が遠隔地にある等の理由により既存のモニ

タリングシステムは十分に機能しておらず、そのため学校保健活動にかかるモニタリングシ

ステムも十分に機能していなかった。よって、コミュニティの動員等により実現可能性の高

いモニタリングシステムを構築する必要がある。同システム構築においては、以下 3 点を検

討すべきである。1 点目は、同システムにおいてはモニタリングやスーパービジョンを行う

のみでなく、グッドプラクティスを収集し共有することも可能となるよう検討することであ

る。2 点目は、コミュニティを動員する際は、コミュニティのステークホルダーの役割分担

を明確にすることである。3 点目は、モニタリングに関し C/P の能力を強化することである。 
 

(2) 学校保健プログラムの主流化 
学校保健に関しては、法整備や予算措置等が不十分であることが課題として挙げられる。

これは、学校保健が教育分野や保健分野において主流化されていないことが一因であると考

えられる。以上を踏まえ、学校保健・栄養プログラムのステークホルダーとされる国家学校

保健・栄養アドバイザリー委員会（NSHNAC）、国家計画委員会（NPC）、MOHP、MOE、及

び地方開発省（MOLD）に対しアドボカシーを行う等、学校保健・栄養プログラムが保健分
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野や教育分野において主流となるよう働きかけることが肝要である。 
 

(3) 地方レベルにおけるステークホルダーの役割検討 
学校保健のモニタリングや地域開発等を実施する際には、地方レベルのステークホルダー

の関与が必要となることが想定される。よって、本プロジェクトの自立発展性を確保するた

め、DDC 等地方開発を担当する機関の役割を検討し、更には現在未設置である VDC レベル

の委員会の必要性を検討することが必要である。 
 

(4) 学校保健・栄養プログラムにかかる法的枠組みの確立 
ネパールにおいては、国家学校保健・栄養戦略や国家栄養政策（National Nutrition Policy and 

Strategy）等の学校保健・栄養プログラムにかかわる政策が制定されているが、同プログラム

の実施を義務付けるための法的枠組みは十分でない。よって、学校保健・栄養プログラムの

実施を義務化するために、ネパール政府は同プログラムにかかる法や政令等の法的枠組みを

確立することが必要である。 
 

(5) MOE における学校保健・栄養プログラムの制度化 
学校保健・栄養プログラムは、プログラムの対象やステークホルダー等の観点から、保健

分野よりも教育分野としての側面が大きい。よって教育省は、同プログラムを主導的に運営

管理するため、同プログラムの担当部署を確定する必要がある。また、本プロジェクトの自

立発展性を確保するため、既存の教育システムである Teachers Professional Development（TPD）

モデルに学校保健コンポーネントを組み入れる必要がある。よって、同プログラムの組み入

れを検討するため、タスクフォースを立ち上げることが肝要である。 
 

(6) MOHP、MOE 及び開発パートナー間の連携 
本プロジェクトの自立発展性確保の観点より、開発パートナーから財政的または技術的な

支援が得られるよう、MOHP 及び MOE は学校保健・栄養ネットワークとの連携を継続・強

化することが必要である。 
 

(7) 最小限の活動の検討 
学校保健サービスミニマムパッケージには多くの活動が含まれているため、効果的な活動

のみにて構成されるよう同パッケージを見直し、自立発展性を確保することが必要である。 
 

(8) 給食支援 
現在、Sindhupalchowk 郡においては、協力対象校すべてにネパール政府から給食が配給さ

れているが、Syangja 郡には配給されていない。Syangja 郡にて給食を開始するためには、給

食に対するネパール政府のコミットメントと本プロジェクトによる技術支援（給食に必要な

用具の支給を含む）の内容を、適切に調整することが必要である。 
 

(9) 両親の動員 
学校保健・栄養プログラムの効果を高める方法として、学齢児童の両親を同プログラムに
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参加させることが考えられる。学校保健・栄養委員会、PTA、女性コミュニティ保健ボラン

ティアは、学校保健に対する両親の意識を高める重要なリソースであると考えられるところ、

これらリソースを活用しながらどのように両親を学校保健・栄養プログラムに参加させるか

を検討することが必要である。 
 

(10) 共同アクションプランの改訂 
2008 年に MOHP と MOE により作成された、今後の計画を示す共同アクションプランに関

し、学校保健・栄養プログラムを取り巻く状況の変化を勘案し、同アクションプランを改訂

する必要がある。 
 

(11) 出口戦略の策定 
本プロジェクトの自立発展性確保のため、PDM2 のアウトプット 4 に基づき出口戦略を策

定する必要がある。同戦略においては、人的資源、財的資源、施設をどこが提供するかにつ

いて、学校保健・栄養プログラムにかかわるステークホルダー間で明確にすることが必要で

ある。 
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